
遠隔教育特例制度とは
学校教育法施行規則第77条の2等に基づき、小規模の中学校等（※）におい
て、当該教科の免許状を有する教師を確保できない場合に、生徒の教育上適切
な配慮がなされているものとして、一定の基準を満たしていると文部科学大臣が認
める場合、受信側の教員が当該免許状を有していない状況でも、遠隔にて専門
性の高い教師による指導を可能とする「教科・科目充実型」の遠隔授業を行うこと
を可能とする特例制度。
（※）中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学部

中学校等において、地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するために必要がある場合であって、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして
文部科学大臣が定める下記基準（令和元年文部科学省告示第56号）を満たしていると認められる場合
• 当該授業が、文字、音声、静止画、動画等の情報を一体的に扱い、同時双方向で行われるもので、対面により行う授業に相当する教育効果を有するものであること
• 遠隔で授業を行うことが、当該授業の内容や教科等の特質に照らして適切であること
• 配信側の教員が、当該授業の教科に相当する中学校の教員の免許状を有する当該中学校等の教員であること
（教育職員免許法第3条の2第1項に規定する特別非常勤講師又は同法第16条の5第2項に規定する中学校専科担任も可。）

• 生徒が授業を履修する教室等に当該中学校等の教員(※)が配置され、配信側の教員と十分に連携し、生徒の学習の状況の把握に特に意を用い、適切な指導を行うこと
（※）普通免許状を有する教員のみならず、臨時免許状又は特別免許状を有する教員や、特別非常勤講師の制度を利用して任用した教員であっても可。

• 機器の故障により学習に支障を生じないよう適切な配慮がなされていること
• 教科等の特質に応じ、対面により行う授業を相当の時間数行うこと
• 授業の内容及び形態を踏まえ、教育上必要な配慮がなされていること

特例の要件（改正後）

A中学校（受信側）

Ｂ教諭 Ｃ教諭

遠隔授業

技術の免許状を
保有していない
A中学校の教員

中学校の技術の免許状および
A中学校の教員としての
身分を有する者(兼務発令等)

※配信側については場所や
生徒の有無は問わない

遠隔教育特例制度の改正について

制度改正の概要（令和6年4月～）

• 文部科学大臣による指定を不要とし、都道府県教育委員会等の適切な関与の下、学校現場の創意工夫による実施を可能とする。
• 優れた外部人材の更なる活用を推進するため、遠隔から授業を行う教員について、中学校の教員免許状を有する者に加え、特別非常勤講師
等（※）の配置についても可能とする。

（※）教育職員免許法第3条の2第1項に基づき当該中学校等の特別非常勤講師になる場合又は同法第16条の5第2項に基づき当該中学校等の専科担任になる場合。

中央教育審議会 義務教育の在り方ワーキンググループの「中間まとめ」（令和5年12月）において、義務教育におけるオンラインを活用した学び
の充実のため、学校現場の創意工夫が発揮され、地域の実情に応じたより効果的かつ柔軟な実施が可能となるような制度の見直しを行うことが
提言されたこと等を踏まえ、以下を主な内容とする告示改正を実施。

※受信側の教員が当該教科の免許状を有している場合は、申請等を行う必要はなく、各学校の判断で実施可能 ※イメージ
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